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○

法

務

省

令

第

八

号

不

動

産

登

記

法

（

平

成

十

六

年

法

律

第

百

二

十

三

号

）

第

十

八

条

、

第

二

十

六

条

及

び

第

百

五

十

条

並

び

に

不

動

産

登

記

令

（

平

成

十

六

年

政

令

第

三

百

七

十

九

号

）

第

七

条

第

一

項

、

第

十

六

条

第

二

項

、

第

十

八

条

第

二

項

、

第

十

九

条

第

二

項

及

び

第

二

十

七

条

、

並

び

に

関

係

法

令

の

規

定

に

基

づ

き

、

不

動

産

登

記

規

則

等

の

一

部

を

改

正

す

る

省

令

を

次

の

よ

う

に

定

め

る

。

令

和

二

年

三

月

三

十

日

法

務

大

臣

三

好

雅

子

不

動

産

登

記

規

則

等

の

一

部

を

改

正

す

る

省

令

（

不

動

産

登

記

規

則

の

一

部

改

正

）

第

一

条

不

動

産

登

記

規

則

（

平

成

十

七

年

法

務

省

令

第

十

八

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

次

の

表

に

よ

り

、

改

正

前

欄

に

掲

げ

る

規

定

の

傍

線

を

付

し

た

部

分

を

こ

れ

に

順

次

対

応

す

る

改

正

後

欄

に

掲

げ

る

規

定

の

傍

線

を

付

し

た

部

分

の

よ

う

に

改

め

、

改

正

前

欄

及

び

改

正

後

欄

に

対

応

し

て

掲

げ

る

そ

の

標

記

部

分

に

二

重

傍

線

を

付

し

た

規

定

（

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

「

対

象

規

定

」

と

い

う

。

）

は

、

そ

の

標

記

部

分

が

同

一

の

も

の

は

当

該

対

象

規

定

を

改

正

後

欄

に

掲

げ

る

も

の

の

よ

う

に

改

め

、

改

正

前

欄

に

掲

げ

る

対

象

規

定

で

改

正

後

欄

に

こ

れ

に

対

応

す

る

も

の

を

掲

げ

て

い

な

い

も

の

は

、

こ

れ

を

削

る

。

改

正

後

改

正

前

（
会
社
法
人
等
番
号
の
提
供
を
要
し
な
い
場
合
等
）

（
会
社
法
人
等
番
号
の
提
供
を
要
し
な
い
場
合
等
）

第
三
十
六
条

［
略
］

第
三
十
六
条

［
同
上
］

２

前
項
各
号
の
登
記
事
項
証
明
書
は
、
そ
の
作
成
後
三
月
以
内
の
も
の
で
な
け
れ
ば

２

前
項
各
号
の
登
記
事
項
証
明
書
は
、
そ
の
作
成
後
一
月
以
内
の
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

［
３
・
４

略
］

［
３
・
４

同
上
］

（
申
請
書
に
印
鑑
証
明
書
の
添
付
を
要
し
な
い
場
合
）

（
申
請
書
に
印
鑑
証
明
書
の
添
付
を
要
し
な
い
場
合
）

第
四
十
八
条

令
第
十
六
条
第
二
項
の
法
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場

第
四
十
八
条

令
第
十
六
条
第
二
項
の
法
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場

　別添１
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合
と
す
る
。

合
と
す
る
。

一

法
人
の
代
表
者
又
は
代
理
人
が
記
名
押
印
し
た
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ

一

申
請
を
受
け
る
登
記
所
が
、
添
付
す
べ
き
印
鑑
に
関
す
る
証
明
書
を
作
成
す
べ

の
会
社
法
人
等
番
号
を
申
請
情
報
の
内
容
と
し
た
と
き
。
た
だ
し
、
登
記
官
が
記

き
登
記
所
と
同
一
で
あ
っ
て
、
法
務
大
臣
が
指
定
し
た
登
記
所
以
外
の
も
の
で
あ

名
押
印
し
た
者
の
印
鑑
に
関
す
る
証
明
書
を
作
成
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
場
合

る
場
合

に
限
る
。

［
二
～
五

略
］

［
二
～
五

同
上
］

［
項
を
削
る
。
］

２

前
項
の
指
定
は
、
告
示
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
委
任
状
へ
の
記
名
押
印
等
の
特
例
）

（
委
任
状
へ
の
記
名
押
印
等
の
特
例
）

第
四
十
九
条

［
略
］

第
四
十
九
条

［
同
上
］

２

令
第
十
八
条
第
二
項
の
法
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る

２

令
第
十
八
条
第
二
項
の
法
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る

。

。

一

法
人
の
代
表
者
又
は
代
理
人
が
記
名
押
印
し
た
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ

一

申
請
を
受
け
る
登
記
所
が
、
添
付
す
べ
き
印
鑑
に
関
す
る
証
明
書
を
作
成
す
べ

の
会
社
法
人
等
番
号
を
申
請
情
報
の
内
容
と
し
た
と
き
。
た
だ
し
、
登
記
官
が
記

き
登
記
所
と
同
一
で
あ
っ
て
、
法
務
大
臣
が
指
定
し
た
登
記
所
以
外
の
も
の
で
あ

名
押
印
し
た
者
の
印
鑑
に
関
す
る
証
明
書
を
作
成
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
場
合

る
場
合

に
限
る
。

［
二
～
五

略
］

［
二
～
五

同
上
］

［
項
を
削
る
。
］

３

前
項
の
指
定
は
、
告
示
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
承
諾
書
へ
の
記
名
押
印
等
の
特
例
）

（
承
諾
書
へ
の
記
名
押
印
等
の
特
例
）

第
五
十
条

［
略
］

第
五
十
条

［
同
上
］

２

第
四
十
八
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
は
、
令
第
十
九
条
第
二
項
の
法
務

２

第
四
十
八
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
は
、
令
第
十
九
条
第
二
項

省
令
で
定
め
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
八
条
第

の
法
務
省
令
で
定
め
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十

二
号
中
「
申
請
書
」
と
あ
る
の
は
「
同
意
又
は
承
諾
を
証
す
る
情
報
を
記
載
し
た
書

八
条
第
一
項
第
二
号
中
「
申
請
書
」
と
あ
る
の
は
「
同
意
又
は
承
諾
を
証
す
る
情
報

面
」
と
、
同
条
第
三
号
中
「
申
請
の
申
請
書
」
と
あ
る
の
は
「
同
意
又
は
承
諾
の
同

を
記
載
し
た
書
面
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
申
請
の
申
請
書
」
と
あ
る
の
は
「
同
意

意
又
は
承
諾
を
証
す
る
情
報
を
記
載
し
た
書
面
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

又
は
承
諾
の
同
意
又
は
承
諾
を
証
す
る
情
報
を
記
載
し
た
書
面
」
と
読
み
替
え
る
も
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の
と
す
る
。

［
項
を
削
る
。
］

３

第
四
十
八
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
八
条
第
一
項

の
指
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
添
付
書
面
の
原
本
の
還
付
請
求
）

（
添
付
書
面
の
原
本
の
還
付
請
求
）

第
五
十
五
条

書
面
申
請
を
し
た
申
請
人
は
、
申
請
書
の
添
付
書
面
（
磁
気
デ
ィ
ス
ク

第
五
十
五
条

書
面
申
請
を
し
た
申
請
人
は
、
申
請
書
の
添
付
書
面
（
磁
気
デ
ィ
ス
ク

を
除
く
。
）
の
原
本
の
還
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
令
第
十
六
条

を
除
く
。
）
の
原
本
の
還
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
令
第
十
六
条

第
二
項
、
第
十
八
条
第
二
項
若
し
く
は
第
十
九
条
第
二
項
又
は
こ
の
省
令
第
四
十
八

第
二
項
、
第
十
八
条
第
二
項
若
し
く
は
第
十
九
条
第
二
項
又
は
こ
の
省
令
第
四
十
八

条
第
三
号
（
第
五
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第

条
第
一
項
第
三
号
（
第
五
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し

四
十
九
条
第
二
項
第
三
号
の
印
鑑
に
関
す
る
証
明
書
及
び
当
該
申
請
の
た
め
に
の
み

く
は
第
四
十
九
条
第
二
項
第
三
号
の
印
鑑
に
関
す
る
証
明
書
及
び
当
該
申
請
の
た
め

作
成
さ
れ
た
委
任
状
そ
の
他
の
書
面
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

に
の
み
作
成
さ
れ
た
委
任
状
そ
の
他
の
書
面
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

［
２
～
９

略
］

［
２
～
９

同
上
］

（
登
記
識
別
情
報
の
失
効
の
申
出
）

（
登
記
識
別
情
報
の
失
効
の
申
出
）

第
六
十
五
条

［
略
］

第
六
十
五
条

［
同
上
］

［
２
～

略
］

［
２
～

同
上
］

10

10

第
四
十
五
条
、
第
四
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
五
十
三
条
並
び
に
第
五
十

第
四
十
五
条
、
第
四
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
五
十
三
条
並
び
に
第
五
十

11

11

五
条
の
規
定
は
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
第
四
十
七
条
第
一
号
及
び
第
二

五
条
の
規
定
は
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
第
四
十
七
条
第
一
号
及
び
第
二

号
の
規
定
は
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
十
六
条
第
一
項
の
法
務
省
令
で
定
め
る

号
の
規
定
は
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
十
六
条
第
一
項
の
法
務
省
令
で
定
め
る

場
合
に
つ
い
て
、
第
四
十
八
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
は
前
項
に
お
い
て

場
合
に
つ
い
て
、
第
四
十
八
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
二
項
の
規

準
用
す
る
令
第
十
六
条
第
二
項
の
法
務
省
令
で
定
め
る
場
合
に
つ
い
て
、
第
四
十
九

定
は
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
十
六
条
第
二
項
の
法
務
省
令
で
定
め
る
場
合
に

条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
の
規
定
は
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
十
八
条
第

つ
い
て
、
第
四
十
九
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
の
規
定
は
前
項
に
お
い
て
準
用

一
項
の
法
務
省
令
で
定
め
る
場
合
に
つ
い
て
、
第
四
十
九
条
第
二
項
各
号
（
第
四
号

す
る
令
第
十
八
条
第
一
項
の
法
務
省
令
で
定
め
る
場
合
に
つ
い
て
、
第
四
十
九
条
第

を
除
く
。
）
の
規
定
は
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
十
八
条
第
二
項
の
法
務
省
令

二
項
各
号
（
第
四
号
を
除
く
。
）
及
び
第
三
項
の
規
定
は
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る

で
定
め
る
場
合
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

令
第
十
八
条
第
二
項
の
法
務
省
令
で
定
め
る
場
合
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る

。
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（
登
記
識
別
情
報
に
関
す
る
証
明
）

（
登
記
識
別
情
報
に
関
す
る
証
明
）

第
六
十
八
条

［
略
］

第
六
十
八
条

［
同
上
］

［
２
～

略
］

［
２
～

同
上
］

11

11

第
四
十
五
条
、
第
四
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
五
十
三
条
並
び
に
第
五
十

第
四
十
五
条
、
第
四
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
五
十
三
条
並
び
に
第
五
十

12

12

五
条
（
第
一
項
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
の
規
定
は
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
つ
い
て

五
条
（
第
一
項
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
の
規
定
は
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
つ
い
て

、
第
四
十
七
条
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
は
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
十
六

、
第
四
十
七
条
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
は
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
十
六

条
第
一
項
の
法
務
省
令
で
定
め
る
場
合
に
つ
い
て
、
第
四
十
八
条
第
一
号
か
ら
第
三

条
第
一
項
の
法
務
省
令
で
定
め
る
場
合
に
つ
い
て
、
第
四
十
八
条
第
一
項
第
一
号
か

号
ま
で
の
規
定
は
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
十
六
条
第
二
項
の
法
務
省
令
で
定

ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
二
項
の
規
定
は
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
十
六
条
第
二

め
る
場
合
に
つ
い
て
、
第
四
十
九
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
の
規
定
は
前
項
に

項
の
法
務
省
令
で
定
め
る
場
合
に
つ
い
て
、
第
四
十
九
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三

お
い
て
準
用
す
る
令
第
十
八
条
第
一
項
の
法
務
省
令
で
定
め
る
場
合
に
つ
い
て
、
第

号
の
規
定
は
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
十
八
条
第
一
項
の
法
務
省
令
で
定
め
る

四
十
九
条
第
二
項
各
号
（
第
四
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
に
つ
い
て
、
第
四
十
九
条
第
二
項
各
号
（
第
四
号
を
除
く
。
）
及
び
第
三
項
の

令
第
十
八
条
第
二
項
の
法
務
省
令
で
定
め
る
場
合
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る

規
定
は
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
十
八
条
第
二
項
の
法
務
省
令
で
定
め
る
場
合

。

に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

［

～

略
］

［

～

同
上
］

13

15

13

15

（
筆
界
特
定
添
付
情
報
）

（
筆
界
特
定
添
付
情
報
）

第
二
百
九
条

［
略
］

第
二
百
九
条

［
同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

４

前
項
各
号
の
登
記
事
項
証
明
書
は
、
そ
の
作
成
後
三
月
以
内
の
も
の
で
な
け
れ
ば

４

前
項
各
号
の
登
記
事
項
証
明
書
は
、
そ
の
作
成
後
一
月
以
内
の
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

［
５
・
６

略
］

［
５
・
６

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
そ
の
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。

（

鉱

害

賠

償

登

録

規

則

の

一

部

改

正

）
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第

二

条

鉱

害

賠

償

登

録

規

則

（

昭

和

三

十

年

法

務

省

令

第

四

十

七

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

次

の

表

に

よ

り

、

改

正

前

欄

に

掲

げ

る

規

定

の

傍

線

を

付

し

た

部

分

を

こ

れ

に

対

応

す

る

改

正

後

欄

に

掲

げ

る

規

定

の

傍

線

を

付

し

た

部

分

の

よ

う

に

改

め

る

。

改

正

後

改

正

前

（
添
付
書
類
等
）

（
添
付
書
類
等
）

第
二
十
条

［
略
］

第
二
十
条

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

前
項
各
号
の
登
記
事
項
証
明
書
は
、
そ
の
作
成
後
三
月
以
内
の
も
の
に
限
る
。

３

前
項
各
号
の
登
記
事
項
証
明
書
は
、
そ
の
作
成
後
一
月
以
内
の
も
の
に
限
る
。

４

［
略
］

４

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

（

企

業

担

保

登

記

規

則

の

一

部

改

正

）

第

三

条

企

業

担

保

登

記

規

則

（

昭

和

三

十

三

年

法

務

省

令

第

三

十

八

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

次

の

表

に

よ

り

、

改

正

前

欄

に

掲

げ

る

規

定

の

傍

線

を

付

し

た

部

分

を

こ

れ

に

対

応

す

る

改

正

後

欄

に

掲

げ

る

規

定

の

傍

線

を

付

し

た

部

分

の

よ

う

に

改

め

る

。

改

正

後

改

正

前

(

会
社
法
人
等
番
号
等
の
提
供
を
要
し
な
い
場
合)

(
会
社
法
人
等
番
号
等
の
提
供
を
要
し
な
い
場
合)

第
五
条

［
略
］

第
五
条

［
同
上
］

２

前
項
各
号
の
登
記
事
項
証
明
書
は
、
そ
の
作
成
後
三
月
以
内
の
も
の
で
な
け
れ
ば

２

前
項
各
号
の
登
記
事
項
証
明
書
は
、
そ
の
作
成
後
一
月
以
内
の
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

３

［
略
］

３

［
同
上
］
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備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

（

船

舶

登

記

規

則

の

一

部

改

正

）

第

四

条

船

舶

登

記

規

則

（

平

成

十

七

年

法

務

省

令

第

二

十

七

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

次

の

表

に

よ

り

、

改

正

前

欄

に

掲

げ

る

規

定

の

傍

線

を

付

し

た

部

分

を

こ

れ

に

対

応

す

る

改

正

後

欄

に

掲

げ

る

規

定

の

傍

線

を

付

し

た

部

分

の

よ

う

に

改

め

る

。

改

正

後

改

正

前

（
所
有
権
に
関
す
る
登
記
の
申
請
等
に
お
け
る
会
社
法
人
等
番
号
の
提
供
を
要
し
な

（
所
有
権
に
関
す
る
登
記
の
申
請
等
に
お
け
る
会
社
法
人
等
番
号
の
提
供
を
要
し
な

い
場
合
）

い
場
合
）

第
二
十
一
条

［
略
］

第
二
十
一
条

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

前
二
項
の
登
記
事
項
証
明
書
は
、
そ
の
作
成
後
三
月
以
内
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な

３

前
二
項
の
登
記
事
項
証
明
書
は
、
そ
の
作
成
後
一
月
以
内
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

ら
な
い
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

（

農

業

用

動

産

抵

当

登

記

規

則

の

一

部

改

正

）

第

五

条

農

業

用

動

産

抵

当

登

記

規

則

（

平

成

十

七

年

法

務

省

令

第

二

十

九

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

次

の

表

に

よ

り

、

改

正

前

欄

に

掲

げ

る

規

定

の

傍

線

を

付

し

た

部

分

を

こ

れ

に

対

応

す

る

改

正

後

欄

に

掲

げ

る

規

定

の

傍

線

を

付

し

た

部

分

の

よ

う

に

改

め

る

。

改

正

後

改

正

前
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（
不
動
産
登
記
規
則
の
準
用
）

（
不
動
産
登
記
規
則
の
準
用
）

第
四
十
条

不
動
産
登
記
規
則
第
二
条
第
一
項
、
第
三
条
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
、

第
四
十
条

不
動
産
登
記
規
則
第
二
条
第
一
項
、
第
三
条
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
、

第
五
条
か
ら
第
九
条
ま
で
、
第
十
七
条
、
第
十
九
条
、
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
六

第
五
条
か
ら
第
九
条
ま
で
、
第
十
七
条
、
第
十
九
条
、
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
六

条
ま
で
、
第
二
十
七
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号
並
び
に
第

条
ま
で
、
第
二
十
七
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号
並
び
に
第

二
項
、
第
二
十
八
条
第
一
号
、
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
、
第
十
号
及
び
第
十
五
号

二
項
、
第
二
十
八
条
第
一
号
、
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
、
第
十
号
及
び
第
十
五
号

か
ら
第
十
八
号
ま
で
、
第
二
十
九
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で
、
第
三
十
四
条
第
一
項

か
ら
第
十
八
号
ま
で
、
第
二
十
九
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で
、
第
三
十
四
条
第
一
項

第
一
号
及
び
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
、
第
三
十
五
条
第
六
号
及
び
第
八
号
か
ら
第

第
一
号
及
び
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
、
第
三
十
五
条
第
六
号
及
び
第
八
号
か
ら
第

十
号
ま
で
、
第
三
十
六
条
か
ら
第
四
十
六
条
ま
で
、
第
四
十
七
条
（
第
三
号
イ
及
び

十
号
ま
で
、
第
三
十
六
条
か
ら
第
四
十
六
条
ま
で
、
第
四
十
七
条
（
第
三
号
イ
及
び

ロ
を
除
く
。
）
、
第
四
十
八
条
（
農
業
用
動
産
の
所
有
者
が
登
記
義
務
者
と
な
る
抵

ロ
を
除
く
。
）
、
第
四
十
八
条
（
農
業
用
動
産
の
所
有
者
が
登
記
義
務
者
と
な
る
抵

当
権
に
関
す
る
登
記
（
信
託
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
八
号
）
第
三
条
第
三
号
に

当
権
に
関
す
る
登
記
（
信
託
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
八
号
）
第
三
条
第
三
号
に

掲
げ
る
方
法
に
よ
っ
て
さ
れ
た
信
託
に
よ
る
も
の
を
含
む
。
）
を
申
請
す
る
場
合
に

掲
げ
る
方
法
に
よ
っ
て
さ
れ
た
信
託
に
よ
る
も
の
を
含
む
。
）
を
申
請
す
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
第
四
十
八
条
第
五
号
を
除
く
。
）
、
第
四
十
九
条
か
ら
第
七
十
二
条
ま

あ
っ
て
は
、
同
条
第
一
項
第
五
号
を
除
く
。
）
、
第
四
十
九
条
か
ら
第
七
十
二
条
ま

で
、
第
九
十
二
条
第
一
項
、
第
百
四
十
六
条
、
第
百
四
十
八
条
か
ら
第
百
五
十
五
条

で
、
第
九
十
二
条
第
一
項
、
第
百
四
十
六
条
、
第
百
四
十
八
条
か
ら
第
百
五
十
五
条

ま
で
、
第
百
六
十
三
条
か
ら
第
百
六
十
六
条
ま
で
、
第
百
六
十
七
条
（
第
一
項
第
三

ま
で
、
第
百
六
十
三
条
か
ら
第
百
六
十
六
条
ま
で
、
第
百
六
十
七
条
（
第
一
項
第
三

号
ロ
及
び
ハ
を
除
く
。
）
、
第
百
六
十
八
条
（
第
一
項
を
除
く
。
）
、
第
百
六
十
九

号
ロ
及
び
ハ
を
除
く
。
）
、
第
百
六
十
八
条
（
第
一
項
を
除
く
。
）
、
第
百
六
十
九

条
（
第
一
項
を
除
く
。
）
、
第
百
七
十
条
、
第
百
七
十
五
条
、
第
百
七
十
六
条
（
第

条
（
第
一
項
を
除
く
。
）
、
第
百
七
十
条
、
第
百
七
十
五
条
、
第
百
七
十
六
条
（
第

三
項
を
除
く
。
）
、
第
百
七
十
八
条
、
第
百
七
十
九
条
、
第
百
八
十
一
条
（
第
二
項

三
項
を
除
く
。
）
、
第
百
七
十
八
条
、
第
百
七
十
九
条
、
第
百
八
十
一
条
（
第
二
項

第
三
号
を
除
く
。
）
か
ら
第
百
八
十
二
条
の
二
ま
で
、
第
百
八
十
三
条
第
一
項
第
二

第
三
号
を
除
く
。
）
か
ら
第
百
八
十
二
条
の
二
ま
で
、
第
百
八
十
三
条
第
一
項
第
二

号
及
び
第
二
項
、
第
百
八
十
五
条
、
第
百
八
十
六
条
、
第
百
八
十
八
条
、
第
百
八
十

号
及
び
第
二
項
、
第
百
八
十
五
条
、
第
百
八
十
六
条
、
第
百
八
十
八
条
、
第
百
八
十

九
条
（
第
一
項
を
除
く
。
）
、
第
百
九
十
条
か
ら
第
百
九
十
二
条
ま
で
、
第
百
九
十

九
条
（
第
一
項
を
除
く
。
）
、
第
百
九
十
条
か
ら
第
百
九
十
二
条
ま
で
、
第
百
九
十

六
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
二
項
、
第
百
九
十
八
条
、
第
二
百
二

六
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
二
項
、
第
百
九
十
八
条
、
第
二
百
二

条
第
一
項
、
第
二
百
三
条
、
第
二
百
四
条
並
び
に
第
二
百
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項

条
第
一
項
、
第
二
百
三
条
、
第
二
百
四
条
並
び
に
第
二
百
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項

の
規
定
は
、
農
業
用
動
産
の
抵
当
権
の
登
記
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

の
規
定
は
、
農
業
用
動
産
の
抵
当
権
の
登
記
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
第
六
十
五
条
第
二
項
第
五
号
イ
、
第
六
十
八
条
第
一
項
第

い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
第
六
十
五
条
第
二
項
第
五
号
イ
、
第
六
十
八
条
第
一
項
第

五
号
イ
、
第
百
八
十
一
条
第
二
項
及
び
第
百
八
十
五
条
第
一
項
第
一
号
イ
を
除
く
。

五
号
イ
、
第
百
八
十
一
条
第
二
項
及
び
第
百
八
十
五
条
第
一
項
第
一
号
イ
を
除
く
。

）
中
「
不
動
産
」
と
あ
る
の
は
「
農
業
用
動
産
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次
の
表
の

）
中
「
不
動
産
」
と
あ
る
の
は
「
農
業
用
動
産
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次
の
表
の
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上
欄
に
掲
げ
る
不
動
産
登
記
規
則
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ

上
欄
に
掲
げ
る
不
動
産
登
記
規
則
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

表

［
略
］

表

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

（

夫

婦

財

産

契

約

登

記

規

則

の

一

部

改

正

）

第

六

条

夫

婦

財

産

契

約

登

記

規

則

（

平

成

十

七

年

法

務

省

令

第

三

十

五

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

次

の

表

に

よ

り

、

改

正

前

欄

に

掲

げ

る

規

定

の

傍

線

を

付

し

た

部

分

を

こ

れ

に

対

応

す

る

改

正

後

欄

に

掲

げ

る

規

定

の

傍

線

を

付

し

た

部

分

の

よ

う

に

改

め

る

。

改

正

後

改

正

前

（
準
用
）

（
準
用
）

第
十
一
条

不
動
産
登
記
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
三
百
七
十
九
号
）
第
十
条
、
第

第
十
一
条

不
動
産
登
記
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
三
百
七
十
九
号
）
第
十
条
、
第

十
二
条
、
第
十
四
条
、
第
十
五
条
、
第
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
五

十
二
条
、
第
十
四
条
、
第
十
五
条
、
第
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
五

項
、
第
十
七
条
第
一
項
並
び
に
第
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
並
び
に
不
動
産

項
、
第
十
七
条
第
一
項
並
び
に
第
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
並
び
に
不
動
産

登
記
規
則
第
三
十
四
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
、
第
三
十
七

登
記
規
則
第
三
十
四
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
、
第
三
十
七

条
の
二
、
第
三
十
八
条
、
第
三
十
九
条
、
第
四
十
一
条
、
第
四
十
二
条
、
第
四
十
三

条
の
二
、
第
三
十
八
条
、
第
三
十
九
条
、
第
四
十
一
条
、
第
四
十
二
条
、
第
四
十
三

条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
並
び
に
第
二
項
、
第
四
十
四
条
第
一
項
、
第
四
十
五

条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
並
び
に
第
二
項
、
第
四
十
四
条
第
一
項
、
第
四
十
五

条
、
第
四
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
四
十
七
条
第
一
号
及
び
第
二
号
、
第
四

条
、
第
四
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
四
十
七
条
第
一
号
及
び
第
二
号
、
第
四

十
八
条
第
二
号
、
第
四
十
九
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
並
び
に
第
二
項
第
一
号

十
八
条
第
一
項
第
二
号
、
第
四
十
九
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
並
び
に
第
二
項

、
第
二
号
及
び
第
五
号
、
第
五
十
一
条
か
ら
第
六
十
条
ま
で
、
第
九
十
二
条
、
第
百

第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
五
号
、
第
五
十
一
条
か
ら
第
六
十
条
ま
で
、
第
九
十
二
条

五
十
条
、
第
百
五
十
一
条
、
第
百
五
十
二
条
第
一
項
、
第
百
五
十
三
条
か
ら
第
百
五

、
第
百
五
十
条
、
第
百
五
十
一
条
、
第
百
五
十
二
条
第
一
項
、
第
百
五
十
三
条
か
ら

十
五
条
ま
で
、
第
百
八
十
五
条
第
一
項
、
第
百
八
十
六
条
、
第
百
八
十
八
条
、
第
百

第
百
五
十
五
条
ま
で
、
第
百
八
十
五
条
第
一
項
、
第
百
八
十
六
条
、
第
百
八
十
八
条

八
十
九
条
第
一
項
前
段
並
び
に
第
百
九
十
一
条
の
規
定
は
、
夫
婦
財
産
契
約
に
関
す

、
第
百
八
十
九
条
第
一
項
前
段
並
び
に
第
百
九
十
一
条
の
規
定
は
、
夫
婦
財
産
契
約
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る
登
記
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

に
関
す
る
登
記
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

附

則

（

施

行

期

日

）

１

こ

の

省

令

は

、

令

和

二

年

三

月

三

十

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

経

過

措

置

）

２

こ

の

省

令

の

施

行

前

に

さ

れ

た

登

記

、

筆

界

特

定

及

び

鉱

害

賠

償

の

登

録

の

申

請

並

び

に

登

記

識

別

情

報

に

関

す

る

申

出

及

び

請

求

に

つ

い

て

は

、

第

一

条

の

規

定

に

よ

る

改

正

後

の

不

動

産

登

記

規

則

第

三

十

六

条

、

第

四

十

八

条

か

ら

第

五

十

条

ま

で

、

第

五

十

五

条

、

第

六

十

五

条

及

び

第

六

十

八

条

（

こ

れ

ら

の

規

定

を

こ

の

省

令

及

び

他

の

法

令

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

並

び

に

第

二

百

九

条

の

規

定

並

び

に

第

二

条

の

規

定

に

よ

る

改

正

後

の

鉱

害

賠

償

登

録

規

則

第

二

十

条

の

規

定

並

び

に

第

三

条

の

規

定

に

よ

る

改

正

後

の

企

業

担

保

登

記

規

則

第

五

条

の

規

定

並

び

に

第

四

条

の

規

定

に
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る

改
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後

の

船

舶

登

記

規

則

第

二

十

一

条

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。
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法務省民二第３１８号

令 和 ２ 年 ３ 月 ３ ０ 日

法 務 局 長 殿

地方法務局長 殿

法務省民事局長

（公印省略）

不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務等

の取扱いについて（通達）

不動産登記規則等の一部を改正する省令（令和２年法務省令第８号。以下「改

正省令」という。）が本日から施行されることとなりましたが，これに伴う不

動産登記事務等の取扱いについては，下記の点に留意し，事務処理に遺漏のな

いよう，貴管下登記官に周知方お取り計らい願います。

なお，本通達中，「不登令」とあるのは不動産登記令（平成１６年政令第３

７９号）を，「不登規則」とあるのは改正省令による改正後の不動産登記規則

（平成１７年法務省令第１８号）をいいます。また，その他の省令については，

改正省令による改正後のものをいいます。

記

１ 改正の趣旨

不動産登記手続における添付書類の簡素化を行うため，令和元年６月２１

日に閣議決定された「成長戦略フォローアップ」等において，不動産登記手

続において，本年度中に，異なる法務局間での法人の印鑑証明書の添付を不

要とするとの方針が明らかにされた。

そこで，改正省令においては，法人の代表者又は代理人が申請書等に記名

押印した者である場合において，当該法人の会社法人等番号（商業登記法（昭

和３８年法律第１２５号）第７条（他の法令において準用する場合を含む。）

に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。）を申請情報の内容としたと

機密性２ 完全性２ 可用性２

別添２
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機密性２ 完全性２ 可用性２

きは，登記官が記名押印した者の印鑑に関する証明書（以下，単に「印鑑証

明書」という。）を作成することが可能である場合に限り，印鑑証明書の添

付を要しないこととされるなどの所要の整備がされた。

２ 改正に伴う不動産登記事務の取扱いについて

(1) 法人が登記を申請する場合における印鑑証明書の取扱い

ア 会社法人等番号を申請情報の内容とした場合

申請書に記名押印すべき者が会社法人等番号を有する法人の代表者又

は代理人（委任による代理を除く。）である場合において，当該法人の

会社法人等番号を不登令第７条第１項第１号イの規定により添付情報と

して提供するほか，さらに申請情報の内容にもしたときは，申請を受け

た登記所の登記官が当該者の印鑑証明書を作成することができる場合に

限り，当該者に係る印鑑証明書の提供を要しないこととされた（不登規

則第４８条第１号）。

なお，会社法人等番号を申請情報の内容とするときは，申請書におけ

る添付情報の表示として「印鑑証明書（会社法人等番号何番）」の例に

より記載するものとする。

イ 会社法人等番号を申請情報の内容とするとともに印鑑証明書が提供さ

れた場合の取扱い

上記アの場合において，申請書に記名押印した者の印鑑証明書も添付

情報として提供されたときは，当該印鑑証明書に基づき当該登記申請に

ついて調査を行っても差し支えない。

(2) 委任による代理人によって登記を申請する場合における印鑑証明書の取

扱い

ア 代理人（復代理人を含む。）の権限を証する情報に記名押印すべき者

が会社法人等番号を有する法人の代表者又は代理人である場合におい

て，当該法人の会社法人等番号を申請情報の内容としたときは，当該者

に係る印鑑証明書の提供を要しないこととされた（不登規則第４９条第

２項第１号）。

イ この場合における取扱いについては上記(1)と同様である。

(3) 申請書と併せて提供しなければならない同意又は承諾を証する情報を会

社法人等番号を有する法人が作成した場合における当該法人の印鑑証明書

の取扱い
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ア 申請書と併せて提供しなければならない同意又は承諾を証する書面に

記名押印すべき者が会社法人等番号を有する法人の代表者又は代理人で

ある場合において，当該法人の会社法人等番号を申請情報の内容とした

ときは，当該者に係る印鑑証明書の提供を要しないこととされた（不登

規則第５０条第２項において準用する第４８条第１号）。

イ この場合における取扱いについては上記(1)と同様である。

(4) その他添付情報を会社法人等番号を有する法人が作成した場合における

当該法人の印鑑証明書の取扱い

ア 要役地についてする地役権の登記がある土地について分筆の登記をす

る場合において，当該分筆の登記の申請情報と併せて当該地役権を分筆

後のいずれかの土地について消滅させることを証する地役権者が作成し

た書面に記名押印すべき者が会社法人等番号を有する法人の代表者又は

代理人である場合において，添付情報の表示として「承諾書（会社法人

等番号何番）」の例により申請書に記載したときは，当該者に係る印鑑

証明書の提供を要しないこととする。

イ この場合における取扱いについては上記(1)と同様である。

(5) 登記識別情報の失効の申出等の手続における印鑑証明書の取扱い

登記識別情報の失効の申出（不登規則第６５条）及び登記識別情報に関

する証明の請求（不登規則第６８条）の手続における印鑑証明書の取扱い

については，上記(1)及び(2)と同様である。

(6) 不登規則第３６条第１項各号の規定により提供される登記事項証明書の

作成時期の改正

申請人が会社法人等番号を有する法人である場合であっても，当該法人

の代表者の資格を証する登記事項証明書又は支配人等の権限を証する登記

事項証明書を提供したときは，会社法人等番号の提供を要しないとされて

いるところ（不登令第７条第１項第１号及び不登規則第３６条第１項各

号），この登記事項証明書はその作成後３月以内のものでなければならな

いとされた（不登規則第３６条第２項）。

(7) 地図等の訂正の申出等の手続における登記事項証明書の取扱い

地図等の訂正の申出（不登規則第１６条），登記識別情報の失効の申出

（不登規則第６５条），登記識別情報に関する証明の請求（不登規則第６

８条）及び土地所在図等の訂正の申出（不登規則第８８条）の手続におけ

機密性２ 完全性２ 可用性２
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る登記事項証明書の取扱いについては，上記（6）と同様である。

３ 改正に伴う不動産登記以外の登記・登録事務の取扱について

(1) 鉱害賠償登録の申請（鉱害賠償登録規則（昭和３０年法務省令第４７号）

第２０条及び第２６条）については，上記２(1)及び(6)と同様である。

(2) 企業担保権に関する登記の申請（企業担保登記規則（昭和３３年法務省

令第３８号）第５条及び第１２条）については，上記２(3)及び(6)と同様

である。

(3) 船舶の登記及び製造中の船舶の登記の申請（船舶登記規則（平成１７年

法務省令第２７号）第２１条及び第４９条），農業用動産の抵当権に関す

る登記の申請（農業用動産抵当登記規則（平成１７年法務省令第２９号）

第４０条）及び建設機械の登記の申請（建設機械登記規則（平成１７年法

務省令第３０号）第３５条）については，上記２(1)から(3)まで及び(6)

と同様である。

(3) 夫婦財産契約に関する登記の申請（夫婦財産契約登記規則（平成１７年

法務省令第３５号）第１１条）については，上記２(2)と同様である。

機密性２ 完全性２ 可用性２


